
取扱い業者・販売店様　各位

　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
石油燃焼機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定され（2009年４月１日施
行）製造・輸出事業者は、国が定めた安全基準を満たしたものにPSCマークを表示し
ております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
取扱い業者・販売店様は、石油燃焼機器にPSCマークが表示されていることを確認し
た上で展示・販売する必要があります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
なお、ＰＳＣマーク表示がない製品の販売猶予期限である２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年３３３３月月月月３１３１３１３１日日日日が近づい
ております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
つきましては取扱い業者・販売店様の皆様において、今一度製品をご確認いただき　
再度徹底していただくよう、よろしくお願い申し上げます。

PSCマーク表示のない製品でも
展示・販売できます。
【PSCマーク表示経過措置期間】

PSCマーク表示のない製品の
展示・販売は一切できません。

２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年３３３３月月月月３１３１３１３１日日日日までまでまでまで ２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日からからからから

２００９２００９２００９２００９年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日施行施行施行施行

（（（（販売猶予期間販売猶予期間販売猶予期間販売猶予期間２２２２年年年年））））

＜＜＜＜＜＜＜＜販売猶予期間販売猶予期間販売猶予期間販売猶予期間についてについてについてについて＞＞＞＞＞＞＞＞

＜＜＜＜＜＜＜＜法規制対象製品法規制対象製品法規制対象製品法規制対象製品（（（（特定製品特定製品特定製品特定製品）＞＞）＞＞）＞＞）＞＞

石油給湯機石油給湯機石油給湯機石油給湯機 石油石油石油石油ふろがまふろがまふろがまふろがま石油石油石油石油ストーブストーブストーブストーブ

製品指定製品指定製品指定製品指定によってによってによってによって、、、、ＰＳＣＰＳＣＰＳＣＰＳＣ
マークマークマークマークのののの表示表示表示表示がないがないがないがない石油石油石油石油
燃焼燃焼燃焼燃焼機機機機器器器器はははは販売販売販売販売できなくできなくできなくできなく
なりますなりますなりますなります。。。。
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石油燃焼機器の特定製品指定（PSC）に伴う販売規制について


